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等 の 数  

船 舶 の  
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操 業  

区 域  
漁 業 時 期  漁 業 を 営 む 者 の 資 格  継 続  承 継  

１  小 型 機 船 底

び き 網 手 繰

第 １ 種 （ 小

手 繰 網 ）  

２  5 ト ン

未 満  

 別 記 １  1 月 1 日 か ら  

9 月 3 0 日 ま で  

山 口 県 の 瀬 戸 内 海 側 に 漁 業 根

拠 地 を 有 す る 者 の う ち 、 小 型

機 船 底 び き 網 手 繰 第 2 種 （ 餌

び き 網 ） の 許 可 を 有 し な い 者  

○  ○  

２  小 型 機 船 底

び き 網 手 繰

第 ２ 種 （ え

び こ ぎ 網 ）  

２  5 ト ン

未 満  

 別 記 １  1 月 1 日 か ら  

1 2 月 3 1 日 ま で  

山 口 県 の 瀬 戸 内 海 側 に 漁 業 根

拠 地 を 有 す る 者 の う ち 、 小 型

機 船 底 び き 網 手 繰 第 2 種 （ 餌

び き 網 ） の 許 可 を 有 し な い 者  

○  ○  

３  手 繰 第 ２ 種  

（ な ま こ こ ぎ

網 ）  

１  3 ト ン

未 満  

 別 記 ２  1 1 月 8 日 か ら

翌 年 3 月 3 1 日

ま で  

山 口 県 柳 井 市 、 岩 国 市 、 大 島

郡 周 防 大 島 町 及 び 玖 珂 郡 和 木

町 に 漁 業 根 拠 地 を 有 す る 者 の

う ち 、 手 繰 第 三 種 （ 桁 網 ） の

許 可 を 有 し な い 者  

○  ○  

４  手 繰 第 ３ 種  

（ 貝 桁 網 ）  

１  5 ト ン

未 満  

 別 記 ２  1 2 月 7 日 か ら

翌 年 4 月 1 9 日

ま で  

山 口 県 柳 井 市 、 岩 国 市 、 大 島

郡 周 防 大 島 町 及 び 玖 珂 郡 和 木

町 に 漁 業 根 拠 地 を 有 す る 者  

○  ○  

５  か に か ご  ３  
５ ト ン

未 満  
定 め な し  別 記 ３  

１ 月 １ 日 か ら  

1 2 月 3 1 日 ま で  

山 口 県 山 口 市 秋 穂 東 （ 旧 大 海

村 の 区 域 に 限 る 。 ） に 漁 業 根

拠 地 を 有 す る 者 の う ち 、 関 係

す る 共 同 漁 業 権 者 の 同 意 を 得

た 者  

○  ○  



２  許 可 又 は 起 業 の 認 可 を 申 請 す べ き 期 間  

  整 理 番 号 １ か ら ５ に 係 る も の  

令 和 ８ 年 ６ 月 1 2日 か ら 令 和 ８ 年 ７ 月 1 1日 ま で （ 一 月 ）  

 

３  許 可 の 有 効 期 間  

  整 理 番 号 １ か ら ５ に 係 る も の  

      許 可 の 有 効 期 間 の 末 日 は 、 既 存 同 許 可 の 有 効 期 間 の 末 日 と 同 日 と す る 。  

 

※  小 型 機 船 底 び き 網 漁 業 の 「 推 進 機 関 の 馬 力 数 」 は 、 令 和 ２ 年 1 1月 1 6日 付 農 林 水 産 省 告 示 第 2 2 3 0

号 「 漁 業 の 許 可 及 び 取 締 り 等 に 関 す る 省 令 第 7 1号 第 ４ 号 の 農 林 水 産 大 臣 が あ ら か じ め 指 定 し た 水

域 に お い て 都 道 府 県 知 事 が 許 可 を す る こ と が で き る 船 舶 の 馬 力 数 の 最 高 限 度 を 定 め る 件 」 に お い

て 、 瀬 戸 内 海 に お い て 許 可 を す る こ と が で き る 船 舶 の 馬 力 数 の 最 高 限 度 は 4 8キ ロ ワ ッ ト （ 1 5馬

力 ） と 定 め ら れ て い る 。



【 別 記 １ 】  

山 口 県 内 海  た だ し 、 次 の １ の 海 域 に あ っ て は 、 基 点 （ ア ） 、 （ イ ） 、

（ ウ ） 、 （ エ ） 、 （ オ ） 、 （ カ ） 、 （ キ ） 、 （ ク ） 、 （ ケ ） 、 （ コ ） 、

（ サ ） 、 （ シ ） の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 線 と 基 点 （ シ ） と （ ス ） の 間 に お  

け る 大 分 県 東 国 東 郡 姫 島 村 姫 島 の 周 辺 最 大 高 潮 時 海 岸 線 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ

ー ト ル の 距 離 の 線 及 び 基 点 （ ス ） 、 （ セ ） 、 （ ソ ） の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ

線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 と に よ っ て 囲 ま れ た 海 域 と し 、 ２ の 海 域 に あ っ て は

基 点 （ ア ） 、 （ イ ） 、 （ ウ ） 、 （ エ ） 、 （ カ ） 、 （ キ ） 、 （ ク ） 、 （ ケ ） 、

（ コ ） 、 （ サ ） 、 （ シ ） 、 （ ス ） 、 （ セ ） の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 線 、 基 点

（ ソ ） 、 （ タ ） 、 （ チ ） の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 線 及 び 基 点 （ ツ ） 、 （ テ ）

を 結 ん だ 線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 と に よ っ て 囲 ま れ た 海 域 と す る 。   

１ の 海 域 と は 次 の 基 点 （ ソ ） 、 （ セ ） 、 （ ス ） 、 （ タ ） の 各 点 を 順 次 に

結 ん だ 線 以 西 の 周 防 灘 海 域 を い う 。   

（ ア ） 山 口 県 下 関 市 火 ノ 山 下 潮 流 信 号 所   

（ イ ） （ ア ） と 福 岡 県 北 九 州 市 門 司 区 門 司 埼 灯 台 と を 結 ぶ 線 の 中 央 点   

（ ウ ） 山 口 県 下 関 市 長 府 宮 崎 町 串 崎 東 端 か ら １ ７ ３ 度 １ ， ５ ３ ０ メ ー ト ル

の 点   

（ エ ） 福 岡 県 北 九 州 市 門 司 区 部 埼 灯 台 と 山 口 県 下 関 市 満 珠 島 灯 台 と を 結 ぶ

線 の 中 央 点   

（ オ ） 福 岡 県 北 九 州 市 門 司 区 部 埼 灯 台 と 山 口 県 山 陽 小 野 田 市 大 字 郡 旧 宮 崎

鼻 南 端 （ 北 緯 ３ ３ 度 ５ ９ 分 ４ ２ 秒 東 経 １ ３ １ 度 ８ 分 １ 秒 ） と を 結 ぶ

線 の 中 央 点   

（ カ ） 福 岡 県 北 九 州 市 門 司 区 網 の 鼻 突 端 と 山 口 県 山 陽 小 野 田 市 大 字 小 野 田

本 山 岬 南 端 と を 結 ぶ 線 の 中 央 点   

（ キ ） 福 岡 県 行 橋 市 簑 島 頂 上 と 山 口 県 山 陽 小 野 田 市 大 字 小 野 田 本 山 岬 南 端

と を 結 ん だ 線 の 中 央 点   

（ ク ） 山 口 県 宇 部 市 旧 宇 部 岬 漁 港 西 防 波 堤 燈 柱 跡 に 設 置 し た 標 柱 と 福 岡 県

豊 前 市 宇 島 港 ３ 号 防 波 堤 灯 台 と を 結 ん だ 線 と 、 福 岡 県 行 橋 市 簑 島 頂

上 と 大 分 県 豊 後 高 田 市 見 目 長 崎 鼻 突 端 と を 結 ん だ 線 と の 交 点   

（ ケ ） 大 分 県 と 福 岡 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 （ 大 分 県 中 津

市 小 祝 漁 港 の 旧 突 堤 の 先 端 （ 灯 台 跡 ） に 設 置 し た 標 識 か ら ２ ９ ６ 度

２ ０ 分 ８ ０ メ ー ト ル の 点 ） か ら ６ 度 １ ５ 分 の 線 と 、 福 岡 県 行 橋 市 簑

島  

頂 上 と 大 分 県 豊 後 高 田 市 長 崎 鼻 突 端 と を 結 ん だ 線 と の 交 点   

（ コ ） 山 口 県 宇 部 市 旧 宇 部 岬 漁 港 西 防 波 堤 燈 柱 跡 に 設 置 し た 標 柱 と 大 分 県

国 東 市 国 見 町 竹 田 津 琵 琶 崎 突 端 と を 結 ん だ 線 と 、 山 口 県 防 府 市 佐 波

島 頂 上 と 大 分 県 豊 後 高 田 市 豊 後 高 田 港 導 流 堤 灯 台 と を 結 ん だ 線 と の

交 点   

（ サ ） 大 分 県 国 東 市 国 見 町 伊 美 権 現 崎 突 端 と 山 口 県 山 口 市 竹 島 頂 上 と を 結



ん だ 線 と 、 大 分 県 宇 佐 市 長 洲 港 導 流 堤 灯 台 と 山 口 県 防 府 市 野 島 南 端

と を 結 ん だ 線 と の 交 点   

（ シ ） 大 分 県 東 国 東 郡 姫 島 村 姫 島 の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー

ト ル の 距 離 の 線 と 、 （ コ ） の 点 と  

（ サ ） の 点 と を 結 ん だ 線 の 延 長 線 と の 交 点   

（ ス ） 大 分 県 東 国 東 郡 姫 島 村 姫 島 の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー

ト ル の 距 離 の 線 と 、 同 県 東 国 東 郡 姫 島 村 姫 島 灯 台 と 山 口 県 熊 毛 郡 上

関 町 小 祝 島 西 端 と を 結 ん だ 線 と の 交 点   

（ セ ） 大 分 県 東 国 東 郡 姫 島 村 姫 島 灯 台 と 山 口 県 熊 毛 郡 上 関 町 小 祝 島 西 端 と

を 結 ん だ 線 と （ ソ ） と （ タ ） と を 結 ん だ 線 と の 交 点   

（ ソ ） 山 口 県 光 市 大 字 室 積 村 杵 崎 西 端   

（ タ ） 大 分 県 国 東 市 国 東 町 富 来 港 灯 台   

２ の 海 域 と は 次 の 基 点 （ ア ） 、 （ イ ） 、 （ ウ ） 、 （ エ ） 、 （ オ ）

の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 線 以 東 の 伊 予 灘 海 域 を い う 。   

（ ア ） 山 口 県 下 松 市 笠 戸 島 火 振 岬 南 端   

（ イ ） 山 口 県 熊 毛 郡 上 関 町 祝 島 西 端 と 大 分 県 東 国 東 郡 姫 島 村 柱 ヶ 岳 鼻 を 結

ん だ 線 上 祝 島 西 端 か ら ５ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ ウ ） （ イ ） と （ オ ） を 結 ん だ 線 上 （ イ ） か ら ５ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ エ ） （ イ ） と （ オ ） を 結 ん だ 線 上 （ オ ） か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ オ ） 愛 媛 県 西 宇 和 郡 伊 方 町 佐 田 岬 西 端   

（ カ ） 愛 媛 県 西 宇 和 郡 伊 方 町 見 舞 崎 と 山 口 県 熊 毛 郡 上 関 町 祝 島 西 端 を 結 ん

だ 線 上 見 舞 崎 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ キ ） 愛 媛 県 西 宇 和 郡 伊 方 町 襖 鼻 と 山 口 県 熊 毛 郡 上 関 町 八 島 平 根 崎 を 結 ん

だ 線 上 襖 鼻 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ ク ） 愛 媛 県 八 幡 浜 市 保 内 町 夢 永 岬 と 山 口 県 熊 毛 郡 上 関 町 八 島 洲 崎 を 結 ん

だ 線 上 夢 永 岬 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ ケ ） 愛 媛 県 大 洲 市 長 浜 町 肱 川 右 岸 と 山 口 県 柳 井 市 平 郡 島 五 十 谷 鼻 を 結 ん

だ 線 上 肱 川 右 岸 か ら ８ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点   

（ コ ） 山 口 県 柳 井 市 平 郡 島 五 十 谷 鼻 か ら 南 へ ５ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点 と 愛

媛 県 大 洲 市 長 浜 町 青 島 北 端 を 結 ん だ 線 と 同 島 西 端 を 中 心 と し て 半 径

５ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 西 方 円 周 上 と の 交 点   

（ サ ） 愛 媛 県 大 洲 市 長 浜 町 青 島 南 端 と 山 口 県 大 島 郡 周 防 大 島 町 小 水 無 瀬 島

南 端 を 結 ん だ 線 の 中 央 点   

（ シ ） 愛 媛 県 松 山 市 二 神 島 南 西 端 と 山 口 県 大 島 郡 周 防 大 島 町 片 島 南 東 端 を

結 ん だ 線 の 中 央 点   

（ ス ） 山 口 県 岩 国 市 柱 島 新 宮 鼻 と 愛 媛 県 松 山 市 二 神 島 水 尻 鼻 を 結 ん だ 線 と

同 市 怒 和 島 ア カ ヅ ワ 崎 と 山 口 県 大 島 郡 周 防 大 島 町 小 水 無 瀬 島 南 端 を

結 ん だ 線 と の 交 点   

（ セ ） 山 口 県 大 島 郡 周 防 大 島 町 瀬 戸 ヶ 鼻 北 端   



（ ソ ） 山 口 県 大 島 郡 周 防 大 島 町 大 字 出 井 法 師 岩 頂 上   

（ タ ） 山 口 県 大 島 郡 周 防 大 島 町 下 荷 内 島 南 端   

（ チ ） 山 口 県 熊 毛 郡 上 関 町 大 字 室 津 千 葉 崎 南 東 端   

（ ツ ） 山 口 県 下 松 市 洲 鼻 突 端   

（ テ ） 山 口 県 下 松 市 瀬 戸 岬 北 端  

【 別 記 ２ 】  
（ 共 第 １ ３ ７ 号 共 同 漁 業 権 区 域 ）  

次 の Ａ 、 イ 、 ロ 、 Ｂ 、 ハ 、 ニ 、 ホ 、 ヘ 、 ト 、 チ 、 リ 、 ヌ 、 ル 、 ヲ 、 ワ 、

カ 、 ヨ 、 タ 、 レ 、 Ｉ ′ 、 ソ 、 Ｌ ′ 、 Ｍ ′ 、 Ｎ ′ 、 Ｏ ′ の 各 点 を 順 次 結 ん だ

線 （ Ｍ ′ と Ｎ ′ と を 結 ぶ 線 は 、 小 瀬 川 の 中 央 線 と す る 。 ） 、 Ｐ ′ と Ｑ ′ と

を 結 ん だ 線 、 Ｒ ′ と Ｓ ′ と を 結 ん だ 線 、 Ｔ ′ と Ｕ ′ と を 結 ん だ 線 及 び Ｖ ′

と Ｗ ′ と を 結 ん だ 線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 と に よ っ て 囲 ま れ た 区 域 （ 次 の

Ｘ ′ 、 ツ 、 ネ 、 Ｙ ′ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 と に よ っ て

囲 ま れ た 区 域 を 除 く 。 ）  （ ※ 共 第 1 3 7 号 共 同 漁 業 権 区 域 内 ）  

 基 点 Ａ  柳 井 市 と 熊 毛 郡 上 関 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点  

   Ｂ  柳 井 市 ハ ン ド ウ 島 西 端  

   Ｃ  熊 毛 郡 上 関 町 大 字 室 津 千 葉 崎 南 東 端  

   Ｄ  柳 井 市 平 郡 島 蛇 の 池 西 側 角  

   Ｅ  熊 毛 郡 上 関 町 横 島 南 端  

   Ｆ  柳 井 市 平 郡 島 櫛 崎 南 端  

   Ｇ  柳 井 市 掛 津 島 松 節 鼻 東 端  

   Ｈ  柳 井 市 平 郡 島 盛 鼻 北 東 端  

   Ｉ  熊 毛 郡 上 関 町 八 島 南 端  

   Ｊ  大 島 郡 周 防 大 島 町 小 水 無 瀬 島 西 泊 り 乱 れ 岩 頂 上  

   Ｋ  大 島 郡 周 防 大 島 町 沖 家 室 島 西 端  

   Ｌ  愛 媛 県 大 洲 市 青 島 南 西 端  

   Ｍ  大 島 郡 周 防 大 島 町 上 荷 内 島 南 端  

   Ｎ  大 島 郡 周 防 大 島 町 沖 家 室 島 南 端  

   Ｏ  大 島 郡 周 防 大 島 町 大 字 戸 田 大 波 崎 南 端  

   Ｐ  大 島 郡 周 防 大 島 町 立 島 南 西 端  

   Ｑ  大 島 郡 周 防 大 島 町 小 水 無 瀬 島 こ ぶ 岩 頂 上  

   Ｒ  大 島 郡 周 防 大 島 町 沖 家 室 島 石 の 上 鼻 南 東 端  

   Ｓ  大 島 郡 周 防 大 島 町 セ ン ガ イ 瀬 灯 標  

   Ｔ  大 島 郡 周 防 大 島 町 笹 島 東 端  

   Ｕ  大 島 郡 周 防 大 島 町 大 水 無 瀬 島 洲 首 鼻 東 端  

   Ｖ  愛 媛 県 松 山 市 由 利 島 西 端  

   Ｗ  大 島 郡 周 防 大 島 町 片 島 ト ッ ク リ 鼻 南 東 端  

   Ｘ  大 島 郡 周 防 大 島 町 大 字 油 宇 大 鼻 南 端  

   Ｙ  大 島 郡 周 防 大 島 町 大 字 地 家 室 牛 ケ 首 南 東 端  

   Ｚ  大 島 郡 周 防 大 島 町 片 島 ト ッ ク リ 鼻 南 端  

   Ａ ′ 愛 媛 県 松 山 市 二 神 島 南 西 端  

   Ｂ ′ 愛 媛 県 松 山 市 怒 和 島 ア カ ヅ ワ 崎 西 端  

   Ｃ ′ 岩 国 市 柱 島 新 宮 鼻 東 端  

   Ｄ ′ 愛 媛 県 松 山 市 二 神 島 ク ヅ レ 岩 鼻 北 西 端  

   Ｅ ′ 大 島 郡 周 防 大 島 町 大 字 伊 保 田 松 ケ 鼻 北 東 端  

   Ｆ ′ 広 島 県 呉 市 倉 橋 町 鹿 島 宮 の 口 鼻 北 西 端  

   Ｇ ′ 広 島 県 大 竹 市 安 芸 白 石 灯 標  

   Ｈ ′ 愛 媛 県 松 山 市 竹 の 子 島 頂 上  



Ｉ ′ 岩 国 市 由 宇 町 甲 島 頂 上  

   Ｊ ′ 広 島 県 呉 市 倉 橋 町 鹿 島 宮 の 口 鼻 南 端  

   Ｋ ′ 広 島 県 大 竹 市 玖 波 ３ ５ ６ 高 地  

   Ｌ ′ 広 島 県 と 山 口 県 と の 小 瀬 川 河 口 に お け る 境 界 第 ２ 標 石  

   Ｍ ′ 広 島 県 と 山 口 県 と の 小 瀬 川 河 口 に お け る 境 界 第 １ 標 石  

   Ｎ ′ 玖 珂 郡 和 木 町 大 和 橋 の 中 央 点  

   Ｏ ′ 玖 珂 郡 和 木 町 大 和 橋 の 右 岸 下 流 端  

   Ｐ ′ 柳 井 市 伊 保 庄 旧 旭 橋 右 岸 下 流 端  

   Ｑ ′ 柳 井 市 南 浜 ３ 丁 目 旧 旭 橋 左 岸 下 流 端  

   Ｒ ′ 岩 国 市 由 宇 町 由 宇 川 山 陽 本 線 鉄 橋 右 岸 下 流 端  

   Ｓ ′ 岩 国 市 由 宇 町 由 宇 川 山 陽 本 線 鉄 橋 左 岸 下 流 端  

   Ｔ ′ 岩 国 市 門 前 川 堰 堤 右 岸 下 流 端 に 設 置 し た 標 識  

   Ｕ ′ 岩 国 市 門 前 川 堰 堤 左 岸 下 流 端 に 設 置 し た 標 識  

   Ｖ ′ 岩 国 市 今 津 川 堰 堤 右 岸 下 流 端 に 設 置 し た 標 識  

   Ｗ ′ 岩 国 市 今 津 川 堰 堤 左 岸 下 流 端 に 設 置 し た 標 識  

   Ｘ ′ 柳 井 市 阿 月 鍋 割 鼻 に 設 置 し た 標 識  

   Ｙ ′ 柳 井 市 阿 月 池 の 浦 水 窪 東 端  

  点 イ  Ａ と Ｂ と を 結 ん だ 線 と Ｃ と Ｄ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ロ  Ｅ と Ｆ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

   ハ  Ｇ か ら Ｈ を 見 通 し た 線 と Ｉ と Ｊ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ニ  Ｇ と Ｌ と を 結 ん だ 線 と Ｈ と Ｋ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ホ  Ｏ と Ｊ と を 結 ん だ 線 と Ｍ と Ｎ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ヘ  Ｍ と Ｎ と を 結 ん だ 線 と Ｐ と Ｑ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ト  Ｐ と Ｑ と を 結 ん だ 線 と Ｒ か ら Ｓ を 見 通 し た 線 と の 交 点  

   チ  Ｇ と Ｌ と を 結 ん だ 線 と Ｉ と Ｊ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   リ  Ｇ と Ｌ と を 結 ん だ 線 と Ｔ か ら Ｕ を 見 通 し た 線 と の 交 点  

   ヌ  Ｒ と Ｖ と を 結 ん だ 線 と Ｊ と Ｗ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ル  Ｒ と Ｖ と を 結 ん だ 線 と Ｕ と Ｘ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ヲ  Ｕ と Ｘ と を 結 ん だ 線 と Ｙ と Ｚ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ワ  Ｗ と Ａ ′ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

   カ  Ｊ と Ｂ ′ と を 結 ん だ 線 と Ｃ ′ と Ｄ ′ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ヨ  Ｃ ′ と Ｄ ′ と を 結 ん だ 線 と Ｅ ′ と Ｆ ′ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   タ  Ｅ ′ と Ｆ ′ と を 結 ん だ 線 と Ｇ ′ と Ｈ ′ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   レ  Ｇ ′ と Ｈ ′ と を 結 ん だ 線 と Ｉ ′ と Ｊ ′ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

   ソ  Ｉ ′ と Ｋ ′ と を 結 ん だ 線 と Ｍ ′ か ら Ｌ ′ を 見 通 し た 線 と の 交 点  

   ツ  Ｘ ′ か ら ９ ０ 度 ８ ０ メ ー ト ル の 点  

   ネ  Ｙ ′ か ら ９ ０ 度 ８ ０ メ ー ト ル の 点  

【 別 記 ３ 】  
 山 口 県 内 海 の う ち 、 共 同 漁 業 権 設 定 区 域 を 除 く 区 域 。 た だ し 、 次 の 区 域

は こ の 限 り で は な い 。  

１  次 の イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 、 ホ 、 ヘ 、 ト 、 イ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 に よ っ て

囲 ま れ た 区 域 （ 次 の Ｎ を 中 心 と し た 半 径 ８ ０ ０ メ ー ト ル の 円 周 に よ っ て

囲 ま れ た 区 域 を 除 く 。 ）  

基 点 Ａ  山 口 市 深 溝 藤 尾 鼻 東 端  

基 点 Ｂ  〃   秋 穂 二 島 幸 崎 西 端  

基 点 Ｃ  防 府 市 向 島 牛 ケ 頸 南 端  

基 点 Ｄ  宇 部 市 八 王 子 町 宇 部 岬 漁 港 八 号 護 岸 南 東 端  

基 点 Ｅ  〃   大 字 沖 宇 部 芝 中 沖 埋 立 地 － １ ０ ． ０ メ ー ト ル 岸 壁 西 端 か ら

西 へ １ ２ ０ メ ー ト ル の 点 に 設 置 し た 標 識  

基 点 Ｆ  福 岡 県 と 大 分 県 と の 境 界 （ 山 国 川 河 口 中 央 点 ）  



基 点 Ｇ  防 府 市 野 島 定 兼 鼻 南 端  

基 点 Ｈ  〃   と 周 南 市 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点  

基 点 Ｉ  〃   野 島 天 石 鼻 西 端  

基 点 Ｊ  〃   向 島 タ ズ ノ 鼻 南 端  

基 点 Ｋ  周 南 市 馬 島 金 ケ 崎 南 西 端  

基 点 Ｌ  〃   大 津 島 丸 山 鼻 北 端  

基 点 Ｍ  防 府 市 大 字 西 浦 地 蔵 鼻 南 端 に 設 置 し た 標 柱  

基 点 Ｎ  〃   佐 波 島 頂 上  

点 イ  Ａ と Ｂ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点 か ら １ ８ ３ 度 の 線 と Ｃ と Ｄ と を 結 ん だ

線 と の 交 点  

点 ロ  Ａ と Ｂ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点 か ら １ ８ ３ 度 の 線 と Ｅ と Ｆ と を 結 ん だ

線 の 中 央 点 と Ｇ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

点 ハ  Ｇ か ら ２ ５ ５ 度 ２ ， ７ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ニ  Ｈ と Ｉ と を 結 ん だ 線 と Ｊ と Ｋ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

点 ホ  Ｈ と Ｉ と を 結 ん だ 線 と Ｊ と Ｌ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

点 ヘ  Ｊ か ら １ ８ ０ 度 １ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ト  Ｃ と Ｄ と を 結 ん だ 線 と Ｍ と Ｎ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

 

２  次 の Ａ 、 イ 、 ロ 、 Ｄ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 、 Ｆ と Ｇ と を 結 ん だ 線 及 び

Ｈ と Ｉ と を 結 ん だ 線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 と に よ っ て 囲 ま れ た 区 域  

基 点 Ａ  山 口 市 秋 穂 東 日 地 山 と 同 市 秋 穂 東 小 浜 山 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に

お け る 境 界 に 設 置 し た 標 識  

基 点 Ｂ  防 府 市 向 島 牛 ケ 頸 南 端  

基 点 Ｃ  宇 部 市 八 王 子 町 宇 部 岬 漁 港 八 号 護 岸 南 東 端  

基 点 Ｄ  防 府 市 大 字 西 浦 地 蔵 鼻 南 端 に 設 置 し た 標 柱  

基 点 Ｅ  〃   佐 波 島 頂 上  

基 点 Ｆ  〃   大 字 台 道 横 曽 根 川 鉄 橋 右 岸 南 角  

基 点 Ｇ  〃   〃    横 曽 根 川 鉄 橋 左 岸 南 角  

基 点 Ｈ  〃   大 字 佐 野 佐 波 川 鉄 橋 右 岸 南 角  

基 点 Ｉ  〃   大 字 植 松 佐 波 川 鉄 橋 左 岸 南 角  

点 イ  Ａ か ら １ ８ ０ 度 の 線 と Ｂ と Ｃ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

点 ロ  Ｄ と Ｅ と を 結 ん だ 線 と Ｂ と Ｃ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

３  次 の Ａ 、 イ 、 ロ 、 ハ 、 Ｄ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 と

に よ っ て 囲 ま れ た 区 域  

基 点 Ａ  山 口 市 秋 穂 東 秋 穂 漁 港 筈 倉 護 岸 Ｂ 南 西 端 に 設 置 し た 標 識  

基 点 Ｂ  防 府 市 向 島 牛 ケ 頸 南 端  

基 点 Ｃ  宇 部 市 八 王 子 町 宇 部 岬 漁 港 八 号 護 岸 南 東 端  

基 点 Ｄ  山 口 市 秋 穂 東 日 地 山 と 同 市 秋 穂 東 小 浜 山 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に

お け る 境 界 に 設 置 し た 標 識  

点 イ  Ａ か ら ２ ７ ０ 度 ３ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ロ  イ か ら １ ８ ０ 度 の 線 と Ｂ と Ｃ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

点 ハ  Ｄ か ら １ ８ ０ 度 の 線 と Ｂ と Ｃ と を 結 ん だ 線 と の 交 点  

 

４  次 の イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 、 ホ 、 ヘ 、 イ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 に よ っ て 囲 ま

れ た 区 域 （ 次 の ト を 中 心 と し た 半 径 ８ ０ メ ー ト ル の 円 周 に よ っ て 囲 ま れ

た 区 域 を 除 く 。 ）  

基 点 Ａ  宇 部 市 西 沖 干 拓 護 岸 東 端 か ら 護 岸 沿 い に 西 へ １ ， ０ ８ ０ メ ー ト ル

の 点 に 設 置 し た 標 柱  

基 点 Ｂ  〃   大 字 沖 宇 部 芝 中 沖 埋 立 地 － １ ０ ． ０ メ ー ト ル 岸 壁 西 端 か ら

西 へ １ ２ ０ メ ー ト ル の 点 に 設 置 し た 標 識  



基 点 Ｃ  福 岡 県 と 大 分 県 と の 境 界 （ 山 国 川 河 口 中 央 点 ）  

基 点 Ｄ  山 口 市 深 溝 藤 尾 鼻 東 端  

基 点 Ｅ  〃   秋 穂 二 島 幸 崎 西 端  

基 点 Ｆ  防 府 市 野 島 定 兼 鼻 南 端  

基 点 Ｇ  宇 部 市 八 王 子 町 宇 部 岬 漁 港 八 号 護 岸 南 東 端  

基 点 Ｈ  防 府 市 向 島 牛 ケ 頸 南 端  

基 点 Ｉ  宇 部 市 亀 浦 ４ 丁 目 に 設 置 し た 標 柱  

点 イ  Ａ か ら １ ８ ０ 度 ４ ， ４ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ロ  Ｂ と Ｃ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

点 ハ  Ｄ と Ｅ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点 か ら １ ８ ３ 度 の 線 と ロ と Ｆ と を 結 ん だ

線 と の 交 点  

点 ニ  Ｄ と Ｅ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点 か ら １ ８ ３ 度 の 線 と Ｇ と Ｈ と を 結 ん だ

線 と の 交 点  

点 ホ  Ｉ か ら １ ８ ０ 度 ６ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ヘ  Ｂ と Ｃ と を 結 ん だ 線 上 Ｂ か ら ６ ， ５ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ト  北 緯 ３ ３ 度 ４ ９ 分 ４ ５ 秒 東 経 １ ３ １ 度 １ ３ 分 （ 日 本 測 地 系 に よ る 位

置 ） の 点 （ 北 緯 ３ ３ 度 ４ ９ 分 ５ ６ ． ７ ９ ８ 秒 東 経 １ ３ １ 度 １ ２ 分 ５ １ ．

３ ５ ３ 秒 （ 世 界 測 地 系 に よ る 位 置 ） の 点 ）  

５  次 の イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 、 イ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 に よ っ て 囲 ま れ た 区 域  

基 点 Ａ  山 陽 小 野 田 市 大 字 小 野 田 本 山 岬 南 端 に 設 置 し た 標 識  

基 点 Ｂ  福 岡 県 行 橋 市 蓑 島 山 頂 上  

基 点 Ｃ  宇 部 市 大 字 沖 宇 部 芝 中 沖 埋 立 地 － １ ０ ． ０ メ ー ト ル 岸 壁 西 端 か ら

西 へ １ ２ ０ メ ー ト ル の 点 に 設 置 し た 標 識  

基 点 Ｄ  福 岡 県 と 大 分 県 と の 境 界 （ 山 国 川 河 口 中 央 点 ）  

基 点 Ｅ  宇 部 市 西 沖 干 拓 護 岸 東 端 か ら 護 岸 沿 い に 西 へ １ ， ０ ８ ０ メ ー ト ル

の 点 に 設 置 し た 標 柱  

点 イ  Ａ と Ｂ と を 結 ん だ 線 上 Ａ か ら ５ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

点 ロ  Ａ と Ｂ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

点 ハ  Ｃ と Ｄ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

点 ニ  Ｅ か ら １ ８ ０ 度 ４ ， ４ ０ ０ メ ー ト ル の 点  

６  次 の イ 、 ロ 、 ハ 、 イ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 線 に よ っ て 囲 ま れ た 区 域  

基 点 Ａ  山 陽 小 野 田 市 大 字 小 野 田 本 山 岬 南 端 に 設 置 し た 標 識  

基 点 Ｂ  北 九 州 市 門 司 区 網 の 鼻 東 端  

基 点 Ｃ  福 岡 県 行 橋 市 蓑 島 山 頂 上  

点 イ  Ａ と Ｂ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

点 ロ  Ａ と Ｃ と を 結 ん だ 線 の 中 央 点  

点 ハ  Ａ と Ｃ と を 結 ん だ 線 上 Ａ か ら ５ ， ０ ０ ０ メ ー ト ル の 点  


